
船舶事故調査報告書 

令和６年１０月２３日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（風況観測塔） 

発生日時 令和５年１２月４日 ０５時３５分ごろ 

発生場所 青森県中泊町小泊港北北西方沖（つがる西風況観測塔） 

小泊港北防波堤灯台から真方位３３９°１.３海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４１°０９.５′ 東経１４０°１７.２′） 

事故の概要  漁船第三十八海
かい

漁
りょう

丸は、北進中、風況観測塔に衝突した。 

事故調査の経過 令和６年１月２４日、主管調査官（仙台事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第三十八海漁丸、４.９トン 

 ＡＭ３－３６４２８（動力漁船登録番号）、個人所有 

 第２１２－６１８９号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷船首部及び球状船首右舷側に圧壊 

風況観測塔 擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：うねり 波向北西、波高約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

日出時刻：０６時４７分ごろ 

 事故の経過  本船は、船長ほか１人が乗り組み、まぐろ一本釣り漁の目的で、法

定灯火を表示し、津軽海峡にある漁場に向けて小泊港を出港した。 

船長は、舵輪の後方に立ち、レーダー及びＧＰＳプロッターを作動

させ、操舵及び主機の遠隔操縦装置（以下「操船リモコン」とい

う。）を使用して単独で操船に当たった。 

 船長は、小泊港北防波堤東端付近を通過後、小泊港沖の東側と西側

の浅瀬に近づかないよう、つがる西風況観測塔（以下「本件観測塔」

という。）の灯火に向け、約９ノットの対地速力で北北西進した。 

船長は、ＧＰＳプロッターで東側の浅瀬（七ツ石）を通過したのを

見て、レーダーで確認した‘先行する北海道松前町松前港方面に向か

うまぐろ
．．．

漁船’（以下「松前港方面に向かう僚船」という。）の後方に

入るよう、操船リモコンで、針路２６０°（真方位、以下同じ。）と

した後、本船を右転させ、レーダー画面で本件観測塔を約５００ｍ離

れて航行できる針路とした。 

 船長は、松前港方面に向かう僚船約１０隻の船影を視認し、漁場に

まぐろ漁船が集まるとまぐろ
．．．

が逃げてしまうので、操船リモコンで本

船を右転させ、松前港方面に向かう僚船のいない青森県外ヶ浜町龍飛

埼方面に向かう針路０１０°とした。 



船長は、操舵室から松前港方面に向かう僚船約１０隻の動静を見な

がら航行を続けていたところ、右舷船首部に衝撃を受け、本件観測塔

に衝突したことに気付いた。 

 本船は、船長が所属漁業協同組合に本事故の発生を連絡した後、小

泊港に自力で帰港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 船長は、まぐろ一本釣り漁船の船長として約２９年の経験があっ

た。 

船長は、出港時、どの漁場に行くか決めておらず、松前港方面に向

かう僚船約１０隻の動静を見て漁場を決めようとしていた。 

 船長は、数日間、漁を休んでおり、まぐろのいる漁場の情報がな

く、松前港方面に向かう僚船約１０隻の漁場が気になり、目視及び

レーダー画面を確認せず、船首方を見ていなかったので、見張りがお

ろそかになったと本事故後に思った。 

 本件観測塔は、風力発電の事業性評価に当たり、上空の風向及び風

速を観測する施設で海底からの全長が８３.９ｍ、形状は鉄柱で上部

構造物と下部構造物の２層に分かれており、上部構造物の高さは下部

構造物から４５.９ｍ、下部構造物の高さは海底から３８ｍで標識灯

が設置されていた。 

 本件観測塔に設置された標識灯は、灯質がモールス符号毎８秒にＬ

（・－・・）、灯色が白光、実効光度９.２カンデラ、光達距離が４.５

km、灯高は平均水面上から灯火まで１４ｍで、灯火は四隅に各１個設

置されており、４個の灯火は同期しているものであった。 

分析  本船は、龍飛埼方面に向けて北進中、船長が、松前港方面に向かう

僚船約１０隻の動静に意識を向けた状態で航行を続け、船首方の見張

りを適切に行っていなかったことから、本件観測塔に接近しているこ

とに気付かず、本件観測塔に衝突したものと考えられる。 

原因 

 

 本事故は、本船が、龍飛埼方面に向けて北進中、船長が、松前港方

面に向かう僚船約１０隻の動静に意識を向けた状態で航行を続け、船

首方の見張りを適切に行っていなかったため、本件観測塔に接近して

いることに気付かず、本件観測塔に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、航行中、一定の方向のみに意識を向けず、レーダー等を

併用して、常時、周囲の適切な見張りを行うこと。 



付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


